
工事 条件付一般競争入札 

 

工事請負契約書(案) 
 

 １．工事番号・名称  第２５－３２０３１－０００６号 

            産業交流館スプリンクラー設備更新工事 

 ２．工 事 の 場 所         郡山市南二丁目 地内 

            着 工  令和   年   月   日 

 ３．工          期 

                      完 成    令和   年   月   日 

４．工事請負代金の額     金              円 也 

   うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

                   金           円 也 

 ５．契 約 保 証 金        

 

  上記の工事について、発注者 福島県 と受注者         は、福島県工事請負契約約款の各条項 

及び別に発注者が指示する設計図書並びに次の特約条項の定めるところに基づいて、請負契約を締結する。 

（書面契約による場合） 

   上記の契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 （電子契約による場合） 

  上記の契約の証として、本書を電磁的記録により作成し、当事者が地方自治法施行規則（昭和 22年内務省令

第 29号）第 12条の４の２に規定する電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。 

（以下は該当する場合に記載すること） 

なお、この契約書への発注者及び受注者の電子署名日が契約書に定める契約の履行開始日より後の日である 

場合にあっても、本契約の効力は契約書に定める契約の履行開始日から生じるものとする。 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

               発注者   福島県福島市杉妻町２番１６号 

                     福島県 

                     福島県知事 内堀 雅雄 

 

               受注者 
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特約条項 

第１ 福島県工事請負契約約款（以下「約款」という。）第４条第３項及び第６項中の「１０分の１」

とあるのは、「１０分の３」と読み替える。 

２ 約款第３５条第１項中の「１０分の４」とあるのは「１０分の２」と読み替え、同条第７項中の

「１０分の４」とあるのは「１０分の２」と、「１０分の６」とあるのは「１０分の４」とそれ

ぞれ読み替え、同条第８項中の「１０分の５」とあるのは「１０分の３」と、「１０分の６」と

あるのは「１０分の４」とそれぞれ読み替え、同条第９項中の「１０分の５」とあるのは「１０

分の３」と、「１０分の６」とあるのは「１０分の４」とそれぞれ読み替える。 

３ この工事においては、建設業法第２６条第１項又は第２項で規定する主任技術者又は監理技術者

について、同等以上の資格を有する者２名を配置すること。 

   なお、当該工事が建設業法第２６条第３項の規定に基づき主任技術者又は監理技術者の専任を

要する工事である場合は、２名とも専任を要し、追加で配置する技術者については他の工事との

兼務は認めない。(建設業法施行令第２７条第２項の適用は認めない。) 

（注 この特約条項は、低入札価格調査基準価格を下回り落札者となった場合のみ特約する。） 

第２ 受注者は、受注者の申請に基づき発注者が認める場合、福島県又は市町村等が発注し受注者が

受注している他の工事(以下「他の工事」という。)の現場代理人をこの工事の現場代理人とする

ことができる。この場合において約款第１０条第２項中「工事現場」は、この工事の工事現場と

当該他の工事の現場を通じて一の工事現場とみなすものとする。なお、受注者の申請及び発注者

の承認は文書により行い、発注者は承認の際に必要な条件を付すことができる。 

第３ 約款第３７条に次のただし書を加える。 

   ただし、平成２８年４月１日以降、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金については、

前払金の１００分の２５を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理

費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 

第４ この契約は、継続費に基づく契約とし、各会計年度における請負代金額の支払の限度額（以下

「支払限度額」という。）は次のとおりとする。 

  令和７年度            円（出来高予定額の９０％以内の額で別に示す額） 

  令和８年度            円（出来高予定額の９０％以内の額で別に示す額） 

  令和９年度 工事請負代金額から令和７年度から令和８年度までの支払額を差し引いた額 

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は次のとおりとする。 

  令和７年度            円（請負代金額の２０％以内の額で別に示す額） 

  令和８年度            円（請負代金額の８０％以内の額で別に示す額） 

  令和９年度 工事請負代金額から令和７年度から令和８年度までの出来高予定額を差し引いた額 

３ 発注者は予算上の都合その他必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出来高予定額を 

変更することができる。 
第５ 約款第３５条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終

の会計年度以外の会計年度にあっては各会計年度末）」と、約款第３５条及び約款第３６条中「請負

代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額（前会計年度末における約款第３８条第１項の請

負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払

をしたときは、前会計年度の出来高予定額を超えた額を控除した額）」と読み替えて、これらの規定

を準用する。 

２ 前会計年度における約款第３８条第１項の請負代金相当額（以下「請負代金相当額」という。）が前

会計年度までの出来高予定額に達しない場合には、第１項の規定による読替後の約款第３５条第１項の

規定にかかわらず、受注者は請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年

度の前金払の支払を請求することができない。 

３ 前会計年度における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合には、その額が

当該出来高予定額に達するまで前金払の保証期限を延長するものとし、約款第３６条第４項の規定を準

用する。 

第６ 前会計年度における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受

注者は当該会計年度の当初に当該超過額（以下「出来高超過額」という。）について部分払を請求す

ることができる。 



工事 条件付一般競争入札 

２ この場合において前金払の支払を受けている場合の部分払金額については、約款第３８条第１項及び

第６項の規定にかかわらず次の式により算定する。 

  部分払の額≦着工時からの出来高金額×９／１０－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部

分払金額）－〔着工時からの出来高金額－（前会計年度までの出来高予定金額＋出来高

超過額）〕×当該会計年度の前払金額／当該会計年度の出来高予定額 

３ 約款第３８条第１項ただし書の表中、請負代金額 2,000万円以上の場合、発注者と受注者とが協議し

て定める各会計年度の部分払を請求できる回数は３回（中間払をする場合は２回）とする。 
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（案） 
仲 裁 合 意 書 

 

 

１ 工事番号・名称  第２５－３２０３１－０００６号 

産業交流館スプリンクラー設備更新工事 

 

２ 工 事 の 場 所    郡山市南二丁目 地内 

 

 

 

 令和 年  月  日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者

は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 

 

 

 

管轄審査会名  福島県建設工事紛争審査会 

 

 

                          令和 年  月  日 

 

 

                                     福島市杉妻町２番１６号 

              発注者  福島県  

                                     福島県知事 内堀 雅雄 

 

 

 

                                      
                          受注者   
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仲 裁 合 意 書 に つ い て 

 

 １）仲裁合意について 

        仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを 

      約する当事者間の契約である。 

        仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁

判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 

  ２）建設工事紛争審査会について 

    建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を

図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う

権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会（以下「中央審査会」という。）は、国土交通

省に、都道府県紛争審査会（以下「都道府県審査会」という。）は各都道府県にそれぞれ設置され

ている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるとき

は中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、

当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 

    審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちか

ら当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少な

くとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有するものである。 

    なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定

が適用される。 

 

 


